
 調理を目的とした「火を使用する設備又は器具」

を設けた は、 の設置が義務

となります。 ◎消火器具：消火器又は簡易消火用具    

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせ 

 平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で大規模火災が発生しました。 

 火災の原因は、「飲食店の大型コンロの消し忘れ」であり、このことを踏まえ総務省消
防庁で今後の消防のあり方に関して検討した結果、飲食店等※について、原則として、
延べ面積にかかわらず、消火器具の設置を義務化しました。 

 ただし、防火上有効な措置として、調理油過熱防止装置、自動消火装置など安全装
置を設けている場合は消火器具の設置義務の対象から除外します。 
※飲食店等 【防火対象物 （３項）に該当するもの。 複合用途の判定で、住宅部分が  
   飲食店部分（５０㎡以下）より大きい場合は一般住宅扱いとなり、該当しない。】 

○問い合わせ先 
茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部  
予防課    ０２８０－４７－０１２９   古河消防署 ０２８０－４７－０１２０ 
下妻消防署 ０２９６－４３－１５５１   坂東消防署 ０２９７－３５－２１２９ 

調理油過熱防止装置 自動消火装置 

防火上有効な措置 

調理を目的とした火を使用する設備又は器具 （厨房設備含む） 

背景と対応 

厨房設備 

（例） 

危険な状態の発生を防止す
るとともに、発生時における被
害を軽減する安全機能を有す
る装置 

圧力感知安全装置等 

異常時に自動
で消火する機能
を有する装置 

センサーが鍋底の温度を感
知し、約250℃になると自動的

に消火して油の発火を防ぐ機
能を有する装置 

施行日 2019年10月1日～ 

ガスコンロ 

カセットコンロには、
安全装置が設けら
れている。 

※ ＩＨコンロは除く  

マーク 
確 認 



複合用途防火対象物の判定 

参考図 判定条件 判定 

Ａ：住宅部分（個人住宅）， Ｂ：飲食店部分 

（１） Ｂ部分面積＜Ａ部分面積 

（２） Ｂ部分面積≦５０㎡ 

一般住宅 

（以上すべて満たす場合） 

Ａ（住） Ｂ（飲） 
５０㎡以下 

Ａ（住） Ｂ（飲） 
 Ｂ部分面積＞Ａ部分面積 

Ａ：住宅部分（個人住宅）， Ｂ：飲食店部分 

単体用途 
防火対象物 

Ａ（住） Ｂ（飲） 
５０㎡超 

（１） Ｂ部分面積＜Ａ部分面積 

（２） Ｂ部分面積＞５０㎡ 

（以上すべて満たす場合） 

複合用途 
防火対象物 

Ａ：住宅部分（個人住宅）， Ｂ：飲食店部分 

Ａ（住） Ｂ（飲） 

Ａ：住宅部分（個人住宅）， Ｂ：飲食店部分 

 Ｂ部分面積≒Ａ部分面積 

消火器具の 

設置該当なし 

消火器具の 

設置該当 

消火器具の 

設置該当 

消火器具の 

設置該当 

複合用途 
防火対象物 

消火器の点検及び報告が必要です！      
消防用設備等の点検及び報告  
（消防法第17条の３の３） 

機器点検 ６ヵ月ごと  
報告期間 １年に１回 

詳細は別紙「自ら行う消火器の点検報告」
をご確認ください。  


